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第４章 ドイツにおける再生可能エネルギーの発展と課題 

 

松田 裕子  

 

1. はじめに 

 

 EU は，2020 年までに①温室効果ガス排出量の 20%削減，②EU 全体のエネルギー消費に

占める再生可能エネルギーの割合を 20%に引き上げ，③輸送用燃料に占めるバイオ燃料の

割合を 10%に引き上げ，という非常に野心的な目標を掲げている。 

これらの目標達成のため，EU では，加盟国ごとに再生可能エネルギーの導入目標の設

定が義務付けられ（ドイツは 18%1），バイオ燃料の導入目標については，全ての加盟国に

一律に適用されている。 

東京電力福島第一原発事故の後，ドイツでは世論が大きく脱原発に傾いたが2，本報告書

では，まず，ドイツにおける再生可能エネルギーの発展と現状を整理分析する。そして，

食料生産とエネルギー生産の競合を主たる着眼点とし，筆者が行った現地調査（2011 年 7

月）とミュンヘン工科大学のハイセンフーバー教授による講演（2011 年 9 月，農林水産施

策研究所）に基づき，再生可能エネルギーの推進に関する課題を提示する。 

 

 

2. 再生可能エネルギーの現状 

 

(1) ドイツにおける現状と発展 

 

 ドイツにおける 終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合は，現状では

11％に過ぎず，そのほとんどを化石燃料に依存している（第 1 図）。このため，CO2 排出の

削減の課題と，脱原発を決定した状況の中で，再生可能エネルギーの割合をどのように高

めていくかが課題になっている。 

再生可能エネルギーの中で も大きな比率を占めているのは，バイオマス（7.9%）であ

り，バイエルン州農林省の Schäfer 氏によれば，「風力と太陽電池については，さらに増加

させることが望ましいが，水力発電についてはほぼ建設されつくしており，技術的な改善

の余地はあっても，大きく展開することはない」。 

また，再生可能エネルギーによるエネルギー供給の内訳を見ると，47.1%がバイオ燃料

の熱であり，風力（13.3％），バイオ燃料の発電（11.9％），水力（7.4％）と続き，太陽光
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（4.1%）や地熱（2.0%）は少ない（第 2 図）。 

 

 

 
資料：BMU[1]. 

第 1 図 終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合（2010 年） 

 

 

 

 
資料：BMU[1]. 

第 2 図 再生可能エネルギーの内訳（2010 年） 

 

 

ところで，再生可能エネルギーは，発電，熱利用，輸送用燃料の 3 つのセクターに区分

される。 

発電では，再生可能エネルギーの比率はあまり高くないが（32.5％）（第 3 図），熱利用

では，ほとんど全てが再生可能エネルギー（92.5％）になっている（第 4 図）。 
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資料：BMU[1]. 

第 3 図 発電の内訳（2010 年） 

 

 

 

 
資料：BMU[1]. 

第 4 図 熱利用の内訳（2010 年） 

 

ドイツで利用されている輸送用燃料の 3/4 はバイオディーゼルで，1/4 がバイオエタノー

ルである（第 5 図）。植物油は 1.8%に過ぎない。電気自動車の重要性は低い。 

なお，バイオディーゼルの主要作物はナタネであり，バイオエタノールでは 1/3 がビー

ト，2/3 がトリティカレ（小麦とライ麦の混合作物），小麦，ライ麦，冬大麦等の穀物であ

る。 
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資料：BMU[1]. 

第 5 図 バイオ燃料の内訳（2010 年） 

 

再生可能エネルギーによる電力供給は，電力供給法（1991-2003）のインパクトはほとん

ど見られないが，2000 年に施行された再生可能エネルギー法によって増え始め，2004 年と

2009 年の改正法によって，さらに大きく拡大している（第 6 図）。 

 

 

 

資料：BMU[1]. 

第 6 図 再生可能エネルギーによる電力供給の発展 
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れるドイツでは，買取価格が も高い太陽光が急激に拡大しているが，電力供給全体に占

める比率はそれほど高くない。 

熱供給においては，バイオマスが 92.5％と も寄与している（第 7 図）。太陽熱は夏季の

給湯程度で，地熱も微々たるものである。 

も多いのは木質バイオマスである。冬季の暖房が不可欠なドイツでは，従来から木材

による部屋の暖房（暖炉）が一般家庭で利用されている。近年では，ペレットの利用が増

加している4。 

 

 
資料：BMU[1]. 

第 7 図 熱供給の推移 

 

バイオ燃料は， も急激な伸びを示しており，2000 年にはほとんど重要性がなかったも

のが，2007 年にはピークを迎えた（第 8図）。ただし，その後，“お皿とタンクの競合（Konkrenz 

zwischen Teller und Tank）”（食料とエネルギーの競合）の議論が噴出し，税制優遇が引き下

げになったため，幾分後退している。 

2006 - 07 年までは，食用油と同じクオリティの未加工の植物油がトラックに利用されて

いたが，混合油の規定によって，経済性が失われた。 

注目すべきは，植物油の比率が上昇から低下に転じた一方で，バイオエタノールが拡大

していることである。ドイツでは，E10 という 10％エタノールを混ぜたガソリン5と，7％

のバイオディーゼルが混合されたディーゼルが一般的である。 

E85 というのは，85％がエタノールで，15％がガソリンという比較的新しい技術で，ブ

ラジルやスウェーデン，ドイツで利用されている。車両の快適性が失われることはないと

いう。 
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資料：BMU[1]. 

第 8 図 バイオ燃料の推移 

 

(2) 経済効果 

 

太陽電池は投資額が非常に高く，ドイツは莫大な援助をしている（第 10 図）。いまでは

世界で も多くの太陽光パネルが設置されているが，ドイツの日照の条件ではエネルギー

効率はあまり高くないため，費用対効果が問われている。 

さらに問題になっているのは，太陽光発電の普及によって，設備が安くなったことであ

る。太陽光発電を設置して何年たったら回収できるかを考えなくても，十分に投資できる

状態になっている6。 

また，太陽光パネルは，屋根よりも農地に多く設置されてしまった（第 9 図）。後手に回

った形になるが，現在では，農地への太陽光パネルの設置は禁止されている。 

 

第 9 図 農地を利用した太陽光発電  
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風力は二番目に投資額が高いが，太陽よりもエネルギー寄与率は高い。バイオマス発電

（24.5 億ユーロ），バイオマスの熱（11.5 億ユーロ），太陽熱（9.5 億ユーロ），地熱（8.5

億ユーロ）等も，エネルギー効率の割に高くついている。なお，水力（5 億ユーロ）は，

ほぼすべて開発が終わっている。 

 

 
資料：BMU[1]. 

第 10 図 投資（2010 年） 

 

再生可能エネルギーによる雇用創出は，2004 年（16 万）から 2010 年（36.7 万）まで大

幅に増えた（第 11 図）。セクター別には，バイオマスが 大（12.2 万）で，太陽，風力が

これに続く。 
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資料：BMU[1]. 

第 11 図 雇用創出 

 

(3) CO2削減効果 

 

気候変動問題への対応として，ドイツは 2020 年までに CO2 の 20％削減を決めている。 

CO2 放出量の削減効果という見地からは，植物を原料とするよりも，ふん尿を利用した

ほうがよい7（第 12 図，第 13 図）。 

けれども，農業経営にとって重要なのは経済的利益を上げることであり，気候保護が優

先されるわけではない。水分率が高く，エネルギー密度の低いふん尿では，バイオガス施

設の容量が大きくなり，トウモロコシに比して経済的メリットが小さい。 

  

 
資料：BMU[1]. 

第 12 図 再生可能エネルギーの利用による CO2削減量（2010 年） 
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資料：BMU[1]. 

第 13 図 CO2削減の内訳（2010 年） 

 

3.  “お皿とタンクの競合” 
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を歪め，土地利用を一変させ，農地価格を人工的に引き上げるなどの副次的な問題が生じ
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(2)  トウモロコシの作付面積の拡大 

 

 前述のようなメリットに加え，ha 当たり 2,000 - 3,000 ユーロの助成があったことから，

農家にとって参入する経済的インセンティブが大きく，トウモロコシの作付面積は，1 年

Hydropower; 
14.3 %

Wind energy; 
23.7 %

Biomass; 
50.4 %

Photovoltaics; 
5.9 %

Geothermal energy; 
0.4 %

Solar thermal energy; 
1.0 %

Biofuels;
 4.4 %

風力 23.7% 

水力 
14.3% 

バイオ燃
料 4.4% 

太陽熱 1.0%

地熱 0.4% 

太陽光 5.9%

バ イ オ マ ス
50.4% 



― 76 ― 

で 15％増えている（第 14 図）。 

 推計によると，2011 年には，約 68 万 ha がバイオガス生産用のトウモロコシ栽培に利用

されており，これはドイツの耕地面積の 6%に相当する。 

 

 
出所：Witte[5]. 

第 14 図  コーンサイレージの作付面積の推移 
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トウモロコシの単一栽培は，生物多様性や環境保護の問題も惹起している。 
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出所：Witte[5]. 

第 15 図 バイオガスプラントとトウモロコシの作付け 

 

(3)  農地市場へのインパクト 

 

さて，100 万 ha の耕地に，小麦，ナタネ，トウモロコシを作付け，バイオマスとして利
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つまり，再生可能エネルギーの目標を達成するためには，農地が不足しており，ドイツ

が再生可能エネルギー原料を輸入しなければならないことは明らかである。 

 

 

第 1 表 耕地でバイオマスを生産した場合の 1 次エネルギーの潜在量 

 

資料：Heißenhuber[2]. 
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資料：Heißenhuber[2]. 

第 16 図 食料およびバイオ燃料生産に必要な農地面積 

 

(4)  再生可能エネルギー法の改正 

 

トウモロコシの作付けの拡大が問題視されたことを背景として，再生可能エネルギー法

の改正法では，どの作物も 大 50％までしか利用できない，という規定が加えられた。同

時に，食料生産との競合を緩和するため，電力の買取価格が引き下げられた10。 

改正法では，ホールクロップサイレージは 6 セント，景観保護に寄与するような花が混

ざった草地は 8 セントというように，原料によって異なるボーナスをつけている。代替作

物は，トウモロコシに比べ，どの作物も ha 当たりエネルギー収量が劣るため，トウモロコ

シが主要作物であることは変わらない。今後は，ボーナスの差は 2 セントしかないが，ク

ローバー等のマメ科の作物も使って，エネルギー収量を補っていかなくてはいけない。 

ここで疑問となるのは， 終的に同じだけのエネルギーを得るのに，トウモロコシの利

用が 50％までに制限され，他の作物を植えなくてはならなくなると，同じエネルギーを作

るために必要な農地面積がさらに増えて，食料生産との競合が一層激しくなるのではない

か，ということである。これについては，vTI の Witte 氏いわく，「麦ワラや穀物であれば，

遠方から運搬することも可能であり，トウモロコシのように極端に施設の周りにだけ集中

する必要もない」。 

また，環境とエネルギーの組み合わせも難しい。バイエルン州農林省の Wanner 氏によ

れば，「冬季の土壌浸食保護のためのカバークロップを利用することが望ましいが，農家が

自主的にトウモロコシをやめることはないだろう」。 
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(5)  石油価格と小麦価格 

 

90 年代前半，農産物過剰で悩む EU では，農地の 15%において休耕を余儀なくされてい

た。しかし，「生産しないこと」に対して農家に補助金を支払うことが，納税者のコンセン

サスが得られにくかったことと，EU のエネルギー安全保障の観点から，休耕地における

非食用作物の生産が認められていた。こうして，EU では休耕によって食料生産を抑制し

つつ，休耕地における再生可能エネルギー原料の作付けを伸ばしてきたのである（第 17 図）。 

 

 

 
出所：EU[3]を基に作成. 

第 17 図 EU における非食用作物の作付面積の推移 

また，80 年代には，EU の穀物価格（小麦）は非常に高かったため，エネルギー生産に

利用するという発想は出てこなかったが，小麦価格の低下の一方で原油価格が高騰すると，

穀物のエネルギーへの利用が考えられるようになってきた（第 18 図）。 

 

 
資料：Heißenhuber[2]. 

第 18 図 原油価格と穀物価格の推移  
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すなわち，穀物価格の水準は，エネルギー生産にも影響を与える。小麦価格が 7 ユーロ

のとき，小麦を使ってエタノールを製造した場合の費用は，リットル当たり 50 セントであ

る（第 19 図）。ブラジルのエタノールはリットル当たり 25 セントであるが，エタノールの

輸入関税は 100％で，かつ輸送費も加わるため，ドイツ産の小麦を利用してエタノールを

作っても競合できる（Heißenhuber[2]）。 

 

 
資料：Heißenhuber[2]. 

第 19 図 バイオエタノール製造コスト：原油と小麦の代替 

 

しかし，2007 - 08 年のように小麦価格が高騰すると，ドイツにおけるエタノール製造費

用は 67 セントになり，関税を加えても，ブラジルから輸入したエタノールよりも高くなっ

てしまう。この場合，ドイツで生産する経済的意味はない。2009 年に小麦価格が下落した

が，2010 - 11 年には再び上昇しているため，現在は，マレーシアやブラジルから輸入して

いる。 

 

(6)   固定買取価格 

 

再生可能エネルギーは，化石燃料や原子力に対して，国の助成がなければ競争力がない。

再生可能エネルギー法（Erneuerbare Energie Gesetz: EEG）は，20 年間の固定価格買取制度

により，再生可能エネルギーに将来に向けて競争力をつけさせるための学習プロセスであ

り，どのエネルギーを増やしていくかという方向性を決めるものである11。 

買取価格は 20 年間有効であるが，徐々に引き下げられていく。たとえば，2009 年に 41

セント/kWh12であった太陽エネルギーは，2012 年以降は 27 セントになる（第 20 図）。 
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2009 年にバイオガスの買取価格が引き上げられたのは，小麦やトウモロコシの価格が上

昇したためである。また，ふん尿の利用には，4 セントのボーナス（Güllebonus）が付与さ

れた13。 

 

 

 

第 20 図 再生可能エネルギーの買取価格 

 

 ただし，バイエルン州農林省の Wanner 氏は，「問題は，農産物市場には変動があるのに，

エネルギー生産は再生可能エネルギー法によって固定価格が保証されていることである。

経済的に現在はエネルギー生産のほうが有利でも，農産物価格が上がれば食料生産が増え，

バイオガス施設が倒産する可能性もある。価格との結びつきがない限り，これらの間のバ

ランスがとれることはないであろう」という見解を示している。 

 

4. バイオ燃料の持続可能性基準 

 

既に述べた通り，EU では，運輸部門における再生可能エネルギーの割合を 10％まで引

き上げるという目標が，全加盟国に対して一律に適用されている。 

ドイツでは，主としてナタネがバイオディーゼルに使われているが，ズートツッカー

（Südzucker）等の製糖会社によって，ビート等の穀物を利用したバイオエタノール製造も

行われている。 

また，石油会社はブラジルなどからバイオディーゼル用の安価なナタネを輸入している。

EU で必要とされるバイオ燃料については，農地の制約に鑑みれば，域内生産のみで賄う

ことを考えるよりも，域外からの輸入と域内生産をあわせて，そのニーズを満たす方が現

実的である14。 

しかしその一方で，EU におけるバイオガソリン15の導入は，マレーシアやインドネシア
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における土地利用の転換をも惹起している。これらの国では，バイオガソリンの生産を増

加させたり，原生林を伐採してバイオディーゼル用のパーム油を製造しているが，もとの

状態に戻すのに 100 年かかるとして，バイオ燃料の持続可能性が懸念されている。 

現在，EU 域内で消費されているバイオ燃料の大半は，持続可能な形で生産されている

が，持続可能な生産が確保されない限りにおいては，その利用を推進すべきではないとし

て，バイオ燃料の「量」だけでなく「質」も考慮する必要性が訴えられるようになってき

たのである。 

こうした見地から，「再生可能エネルギー導入促進指令（2009/28/EC）」が 2009 年 6 月に

発効した。この中では，EU 目標の達成においては，バイオ燃料が持続可能で，かつ全体

的な環境目標と矛盾することがないように，厳格な環境の持続可能性基準が規定されてい

る。 

具体的には， 低限の温室効果ガスの削減（2010 年～：35％以上，2017 年～：50%以上，

2018 年～：60%以上）を達成し，かつ生物多様性に関する要件を満たすことが求められて

いる。これは，実際の CO2 削減効果はどうなのか，環境破壊にはならないか，といった点

を吟味するものであり，とりわけ天然林や泥炭地，保護区等の，生物多様性や炭素貯蓄の

観点から価値の高い土地が，バイオ燃料の原料生産に利用されることを規制するものであ

る。 

さらに，欧州委員会が，バイオ燃料原料の需要増が食料価格に与える影響（食料生産と

の競合）や，原料生産地における土地利用や労働者の権利に与える社会的影響を 2 年毎に

調査し，欧州議会と欧州理事会に報告することになっている。そして，食料価格に関する

影響が発覚した場合には，欧州委員会が適切な措置を取る旨も規定されている。 

こうして，持続可能な生産は世界的な課題とされた。上記の基準を満たさないバイオ燃

料については，助成対象外となり，国家導入目標に算入することもできない。 

ちなみに，通常のガソリンと比較して，小麦（褐炭）で製造したエタノールでは温室効

果ガスの排出量を 16％，パーム油を利用したディーゼルでは 19％しか削減できないため16，

EU では利用できない（第 21 図）。他方，ナタネのディーゼルは 38％で，2010 年のハード

ルは越えているが，2017 年に閾値が 50％に引き上げられると，条件を満たせなくなる17。  
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資料：Strohm[4]を基に筆者が作成. 

第 21 図 温室効果ガスの 低削減率 

 

 この EU の持続可能性基準は，EU 域外で生産されたバイオ燃料にも適用されるため，輸

出国における輸出用バイオ燃料の生産に，大きな打撃を与える可能性が指摘される。 

さらに，ドイツでは新しく，バイオ燃料が持続可能な形で生産されたという証明の付与

を義務付けた（第 22 図）。製造業者は，連邦農業食料機関（Bundesanstalt für Landwirtschaft 

und Ernährung: BLE）の管理下にある認証団体によって，認証を受ける。 

vTI の Strohm 氏によれば，「域内の原料については，クロスコンプライアンスがあるた

め簡単に証明できるが，域外から輸入した場合は難しく，疑問の声も少なくない」。 

また，他の加盟国はこのような認証システムを実施していないため，「ドイツの農家が

不利になるのではないか」「ドイツだけ行政負担や農家負担が増えるのではないか」という

議論もある。 

持続可能性証明の義務付けは，実質的に，域外からのバイオ燃料の輸入抑制を目的とし

たものか，という筆者の疑問については，前出の Strohm 氏いわく「概してドイツか域内の

原料を利用することになると思うが，輸出国が温室効果ガスの削減証明をすることができ

れば，バイオ燃料の輸入もありうる」。 
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出所：http://www.unendlich-viel-energie.de/de/service/faq/faq-bioenergie.html 

第 22 図 ドイツの持続可能性証明 

 

5. むすび 

 

ドイツは，EU の中で もバイオ燃料の利用が多い国である。しかし，バイオ燃料の利

用率は増えていても，本当に温室効果ガスの削減に効果があるのか，懐疑的な声も少なく

ない。気候保護を目標とするのであれば，CO2 削減のための費用を基準にしなくてはいけ

ないし，エネルギー生産を重視するのであれば，ha 当たりエネルギー収量を基準とするべ

きである。 

大のジレンマは，EU（ドイツ）がバイオ燃料を推進すると，エネルギー価格の高さが

原料価格にも反映されて，問題が多方面に波及することである。穀物やナタネから燃料を

作れば，コストが高くつく上に，食料生産との競合になり，域内の土地利用や農地市場に

も影響を与える。 

また，EU 指令の枠組みにおいて，加盟国ごとに再生可能エネルギーに関するアクショ

ン計画が策定されているが，多くの国がバイオ燃料の輸入を考えている。導入量の規模が

大きい EU の動向は，バイオ燃料振興を行う輸出国にも大きなインパクトを与える。 

バイオ燃料の生産のコストだけを考えれば，ドイツで作るよりも，他の国で作ったほう

が安いこと，EU 全体でバイオ燃料用の原料を大量に輸入しなくてはならないことを考え

れば，今後，EU の導入目標値が引き下げられる可能性もないとは言えない。 

 EU が，再生可能エネルギーの推進を戦略とする限り，食料生産とエネルギー生産の競

合（お皿とタンクの競合），環境保護（資源問題）とエネルギー生産のコンフリクトは，こ

れからも大きな論点となると考えられる18。 
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1 使用するエネルギー量が減れば，再生可能エネルギーの比率を上げることができるため，ドイツでは省エネとセッ

トで行う。 
2 ただし，多くの人が脱原発によってドイツの安全性が高まるとは考えていない。なぜなら，「隣国のフランス，ポー

ランドやチェコでも新しい原発が建設予定であるし，チェコなどの質の悪い原発で事故が起きれば，当然ドイツにも

影響がある（元ミュンヘン工科大学教授 Urff 氏）。」また，「脱原発のため，発電には資金を投入しているが，エネルギ

ーの貯蔵技術の開発は進んでいない（vTI の Debliz 氏）」。 
3 風力発電の設備の数と容量は，再生可能エネルギー法の改正のタイミングとリンクして増えている。 
4 ペレットのエネルギー効率は高く，2kg のペレットで 1 リットルの灯油を代替できる。ドイツの住居で暖房施設を

設置する場合，安全上の観点から，灯油を保管するタンクは灯油の 2 - 3 倍の容積が必要となるが，ペレットならタン

ク容量一杯にすることができる。 
5 E10 で自動車がちゃんと動くかどうか， 初はわからなかったが，ドライバーの口コミによって，旧式の車ではエ

ンジンが壊れてしまうことが明らかになった。このため一度販売停止になっていたが，現在では販売が再開されてい

る。 
6 ドイツでは設置する数に上限を設けなかった。また，太陽光発電の設置数が増えれば，買取価格が下がっていく制

度設計にもなっていなかった。 
7 ふん尿の量は家畜の飼養頭数による。75 キロワットの施設では 200 頭が必要になるが，西ドイツの小規模経営では

難しい。施設の建設費用に加え，ふん尿の不足分を他の農家から運搬しなければならず，その費用が高いため実現し

ない。農家も，あまりふん尿を使いたがらないため，議論もあまり行われなかった。 
8 太陽や風力は，面積当たりで生成できるエネルギー量は非常に高く，たとえば太陽電池なら，バイエルン州では 1ha
のトウモロコシの 20 倍の発電量があるが，貯蔵できない。 
9 草地から転換した耕地は，排水もよく，トウモロコシの作付けに適している。 
10 改正法では報酬が 25％引き下げられたため，再生可能エネルギーの伸びは少し緩やかになるだろう（バイエルン州

農林省 Schäfer 博士，バイオガス連盟 Rauh 博士）。 
11 現在，3 セントが電力料金に上乗せされている。 
12 太陽光は，バイオガスよりも 30 セント高いインセンティブがつけられていた。毎年新しい原料が必要になるわけ

ではないので，将来的にはよいかもしれないが，初期費用を安くするための技術に投資したほうがよかろう。 
13 ミュンヘン工科大学の Heißenhuber 教授いわく，「ふん尿の利用を増やせば，エネルギー生産に寄与するだけでなく，

食料生産との競合もないため，このボーナスについては，比較的寛容に受け入れている。」 
14 ドイツでは，バイオマス生産を食料生産に適さない，太陽が豊かな国（ギリシャ，スペイン，北アフリカ，サハラ

砂漠）で行おうという議論が出ていた。ここから生まれたのが，砂漠を利用するという「デザートテック（DesaTech）」
プロジェクトであり，現在，計画段階を過ぎて投資の段階に入っているが，政情的な問題から，この方向に舵を切っ

ていくダイナミズムは弱まっている。 
15 バイオエタノールと石油系ガス（イソブテン）の合成により製造されるバイオ ETBE を配合したガソリン。 
16 ただし，メタンや残留物をきちんと採取すれば，数値は大きく改善する。vTI の Strohm 氏によれば，「ナタネは肥

料が使われており，農業による温室効果ガスの発生につながっているので，どうしたら削減できるかを考えている」。 
17 vTI の Strohm 氏いわく，「個別の生産者が自ら温室効果ガス排出量を算出するようにシフトしていくだろう。そう

いう計算ができるソフトもできている」。 
18 ただし，バイエルン州農林省の Schäfer 氏は次のように指摘する。「バイオ燃料用の収穫物の 2/3 は，燃料加工時に

家畜飼養のための重要なたんぱく質源（飼料）になり，輸入大豆の替わりに利用できる。世界の穀物収量（コメを除

く）（17 億トン）の大部分は家畜の飼料となり，人間が消費しているのはその一部のみである。つまり，その大部分は

たんぱく価の高い飼料として家畜に戻し，一部だけを，自動車の燃料として利用しているにすぎない。」 
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